
2323
年
の
「
教
訓
」
を
踏
ま
え
た

年
の
「
教
訓
」
を
踏
ま
え
た

破
綻
処
理
を
巡
る
国
際
的
議
論
の
潮
流

破
綻
処
理
を
巡
る
国
際
的
議
論
の
潮
流

シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
銀
行
の
破
綻
処
理
を
巡
る
取
り
組
み

金
融
安
定
理
事
会
（
Ｆ
Ｓ
Ｂ
）
は
１
月
21
日
、
２
０
２
５
年
版
の
「
破
綻
処
理
改
革
の
実

施
に
関
す
る
報
告
書
」（
以
下
、
年
次
報
告
書
）
を
公
表
し
た
。
こ
の
年
次
報
告
書
は
、
Ｆ

Ｓ
Ｂ
に
よ
る
破
綻
処
理
関
連
の
取
り
組
み
を
報
告
す
る
も
の
で
あ
り
、
今
回
の
報
告
書
は

23
年
以
降
の
作
業
成
果
を
ま
と
め
た
一
つ
の
マ
イ
ル
ス
ト
ー
ン
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。
本

稿
で
は
、
こ
の
間
の
国
際
的
な
議
論
を
振
り
返
り
つ
つ
、
グ
ロ
ー
バ
ル
な
シ
ス
テ
ム
上
重

要
な
銀
行
（
Ｇ－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ
）
の
破
綻
処
理
改
革
を
巡
る
国
際
的
な
潮
流
を
紹
介
し
た
い
。

23
年
の
銀
行
セ
ク
タ
ー
の

混
乱
か
ら
得
た
教
訓

　

Ｆ
Ｓ
Ｂ
は
、
２
０
２
３
年
３
月
に

生
じ
た
一
連
の
銀
行
セ
ク
タ
ー
の
混

乱
か
ら
得
ら
れ
た
教
訓
を
整
理
し
た

「
23
年
の
銀
行
破
綻
：
破
綻
処
理
へ

の
暫
定
的
な
教
訓
」（
以
下
、
教
訓

報
告
書
）
を
同
年
10
月
10
日
に
公
表

し
て
お
り
、
そ
の
後
、
フ
ォ
ロ
ー
ア

ッ
プ
を
進
め
て
き
た
。

23
年
３
月
に
生
じ
た
混
乱
と
は
、

ス
イ
ス
の
大
手
行
ク
レ
デ
ィ
・
ス
イ

ス
（
以
下
、
Ｃ
Ｓ
）
お
よ
び
米
中
堅

銀
行
シ
リ
コ
ン
バ
レ
ー
バ
ン
ク
を
は

じ
め
と
す
る
米
国
地
銀
の
事
例
で
あ

る
。
教
訓
報
告
書
で
は
、
破
綻
処
理

改
革
に
係
る
国
際
合
意
で
あ
る
「
主

要
な
特
性
」（
注
１
）
に
照
ら
し
て
、

こ
れ
ら
の
事
例
か
ら
得
ら
れ
た
、
国

際
的
な
破
綻
処
理
の
枠
組
み
を
実
効

的
に
運
用
す
る
た
め
の
暫
定
的
な
教

訓
を
提
示
し
て
い
る
。

　

特
に
、
本
稿
に
お
い
て
焦
点
を
当

て
る
Ｇ－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ
の
破
綻
処
理
に

関
し
て
は
、
Ｃ
Ｓ
の
事
例
か
ら
、
五

つ
の
教
訓
を
特
定
し
て
い
る
。
①
公

金
融
庁　

監
督
局

Ｒ
Ｒ
Ｐ
室　

銀
行
第
一
課

課
長
補
佐　

樋
口
僚

課
長
補
佐　

渡
部
政

日
本
銀
行　

金
融
機
構
局

国
際
課企

画
役

池
田
伸
子
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銀行の破綻処理を巡る国際的議論銀行の破綻処理を巡る国際的議論

的
流
動
性
バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
の
実
効

性
、
②
ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
の
ベ
イ
ル

イ
ン
（
注
２
）
実
行
、
③
破
綻
処
理

ツ
ー
ル
の
選
択
・
運
用
、
④
破
綻
処

理
後
の
リ
ス
ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
、

⑤
銀
行
・
当
局
に
よ
る
テ
ス
テ
ィ
ン

グ
│
│
で
あ
る
。

　

特
定
さ
れ
た
教
訓
に
つ
い
て
、
Ｆ

Ｓ
Ｂ
は
23
年
か
ら
25
年
に
か
け
て
さ

ら
な
る
深
掘
り
調
査
や
検
討
を
進
め

て
き
た
。
以
下
で
は
、
そ
の
い
く
つ

か
を
具
体
的
に
紹
介
す
る
。

一
時
的
な
流
動
性
支
援
の

実
効
性
に
関
す
る
課
題

23
年
の
事
例
で
は
、
公
的
流
動
性

バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
の
実
効
性
を
確
保

す
る
こ
と
の
重
要
性
が
強
調
さ
れ
た

（
教
訓
①
）。
こ
こ
で
の
公
的
流
動

性
バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
と
は
、
一
時
的

な
流
動
性
ス
ト
レ
ス
に
直
面
し
て
い

る
金
融
機
関
に
対
し
て
実
施
す
る
流

動
性
支
援
や
、
破
綻
処
理
中
の
金
融

機
関
に
対
す
る
一
時
的
な
支
援
を
指

す
。
前
者
は
多
く
の
場
合
、
各
国
の

中
央
銀
行
が
提
供
す
る
一
方
、
後
者

は
政
府
系
基
金
や
政
府
保
証
を
伴
う

中
央
銀
行
か
ら
の
支
援
な
ど
、
各
法

域
の
破
綻
処
理
法
制
に
よ
っ
て
提
供

主
体
は
異
な
る
。

　

教
訓
報
告
書
で
は
、
当
局
と
金
融

機
関
の
双
方
に
お
い
て
、
外
貨
を
含

め
た
公
的
流
動
性
バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ

に
係
る
事
前
準
備
を
行
う
重
要
性
が

示
唆
さ
れ
た
。
従
前
の
Ｆ
Ｓ
Ｂ
に
お

い
て
は
、
金
融
機
関
に
よ
る
モ
ラ
ル

ハ
ザ
ー
ド
を
助
長
し
か
ね
な
い
と
し

て
、
公
的
流
動
性
バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ

の
利
用
に
関
す
る
事
前
準
備
を
推
進

・
推
奨
す
る
こ
と
を
懸
念
す
る
意
見

も
あ
っ
た
。
23
年
の
事
例
は
、
金
融

機
関
に
よ
る
自
助
努
力
を
前
提
に
、

モ
ラ
ル
ハ
ザ
ー
ド
や
納
税
者
負
担
リ

ス
ク
を
回
避
し
つ
つ
も
、
必
要
時
に

は
公
的
流
動
性
バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
を

利
用
で
き
る
よ
う
、
事
前
準
備
を
し

て
お
く
こ
と
の
重
要
性
が
広
く
認
識

さ
れ
る
契
機
と
な
っ
た
と
い
え
る
。

　

Ｆ
Ｓ
Ｂ
は
専
門
の
ワ
ー
ク
ス
ト
リ

ー
ム
を
設
立
し
、
公
的
流
動
性
バ
ッ

ク
ス
ト
ッ
プ
に
係
る
実
効
性
を
高
め

る
取
り
組
み
を
多
角
的
に
進
め
て
き

た
。
具
体
的
に
は
、
各
法
域
の
公
的

流
動
性
バ
ッ
ク
ス
ト
ッ
プ
の
枠
組
み

に
関
す
る
潜
在
的
な
課
題
を
調
査
・

検
討
す
る
と
と
も
に
、
当
局
や
金
融

機
関
に
よ
る
事
前
準
備
に
つ
い
て
情

報
交
換
を
行
う
な
ど
の
作
業
で
あ
る
。

こ
の
作
業
は
26
年
以
降
も
継
続
予
定

で
あ
り
、
引
き
続
き
Ｆ
Ｓ
Ｂ
の
重
点

課
題
の
一
つ
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ

て
い
る
。

ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
の

ベ
イ
ル
イ
ン
実
行
の
課
題

　

Ｃ
Ｓ
の
破
綻
処
理
に
お
い
て
は
、

ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
の
ベ
イ
ル
イ
ン
実

行
の
課
題
が
浮
き
彫
り
と
な
っ
た

（
教
訓
②
）。
こ
れ
は
、
ス
イ
ス
当

局
が
株
式
転
換
を
伴
う
か
た
ち
で
の

ベ
イ
ル
イ
ン
実
行
を
検
討
し
た
際
に
、

米
国
で
発
行
さ
れ
た
債
券
を
株
式
転

換
す
る
に
当
た
り
、
米
国
証
券
法
規

制
に
基
づ
く
発
行
開
示
規
制
が
そ
の

迅
速
な
実
行
の
障
壁
と
な
り
得
る
と

認
識
さ
れ
た
こ
と
が
背
景
に
あ
る

（
注
３
）。

　

Ｃ
Ｓ
の
事
例
を
契
機
と
し
て
、

「
こ
う
し
た
各
国
の
証
券
法
規
制
が

ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
の
ベ
イ
ル
イ
ン
実

行
を
阻
害
し
な
い
か
」
と
い
う
法
的

論
点
が
国
際
的
な
課
題
と
し
て
認
識

さ
れ
た
。
こ
れ
を
受
け
て
Ｆ
Ｓ
Ｂ
が

設
置
し
た
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
は
、
破

綻
処
理
中
に
生
じ
得
る
証
券
法
上
の

論
点
や
重
要
な
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
に

関
す
る
実
務
的
な
課
題
に
つ
い
て
、

共
通
の
解
決
策
を
検
討
す
る
こ
と
を

目
的
と
し
て
い
る
。

　

こ
の
法
的
論
点
は
日
本
法
に
お
い

て
も
検
討
に
値
す
る
。
す
な
わ
ち
、

海
外
の
Ｇ－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ
が
日
本
で
発

行
す
る
ベ
イ
ル
イ
ン
債
の
中
に
は
株

式
転
換
型
の
債
券
も
含
ま
れ
る
と
こ

ろ
（
注
４
）、
金
融
商
品
取
引
法
（
以

下
、
金
商
法
）
上
の
開
示
規
制
が
ベ

イ
ル
イ
ン
実
行
の
障
壁
と
な
る
か
否

か
が
論
点
と
な
る
。
金
商
法
上
、

「
有
価
証
券
の
募
集
又
は
売
出
し
」

に
は
開
示
規
制
が
適
用
さ
れ
る
と
こ

ろ
（
金
商
法
２
条
３
項
、
同
条
４
項
、

４
条
１
項
）、
ベ
イ
ル
イ
ン
に
よ
る

株
式
転
換
が
こ
れ
に
該
当
す
る
か
は
、

こ
れ
ま
で
明
示
的
に
議
論
さ
れ
た
こ

と
は
な
か
っ
た
。

　

そ
こ
で
金
融
庁
は
26
年
２
月
に

「
企
業
内
容
等
の
開
示
に
関
す
る
留

意
事
項
に
つ
い
て
（
企
業
内
容
等
開

示
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
）」
を
改
正
し
た
。

こ
れ
に
よ
り
、
株
式
転
換
条
項
の
付

さ
れ
た
社
債
券
（
株
式
転
換
型
の
ベ

イ
ル
イ
ン
債
）
に
つ
い
て
、
あ
ら
か

じ
め
定
め
ら
れ
た
条
件
に
基
づ
き
株

式
を
発
行
ま
た
は
移
転
（
ベ
イ
ル
イ

ン
実
行
に
よ
り
社
債
券
を
株
式
に
転

換
）
す
る
場
合
に
は
「
有
価
証
券
の

募
集
又
は
売
出
し
」
に
該
当
し
な
い

（
開
示
規
制
の
適
用
は
な
い
）
旨
を

金融財政事情 2026． 4．1429



明
確
化
し
た
（
注
５
）。
本
改
正
は
、

ク
ロ
ス
ボ
ー
ダ
ー
の
ベ
イ
ル
イ
ン
実

行
に
お
い
て
、
少
な
く
と
も
本
邦
の

開
示
規
制
は
障
壁
と
な
ら
な
い
こ
と

を
明
確
化
し
た
、
国
際
的
に
も
意
義

の
あ
る
改
正
と
い
え
る
。

破
綻
処
理
の
選
択
肢
を

増
や
す
こ
と
の
重
要
性

　

23
年
の
事
例
は
、
破
綻
処
理
を
円

滑
に
行
う
た
め
の
事
前
準
備
を
通
じ

て
、
処
理
の
選
択
肢
を
増
や
す
こ
と

（O
ptionality

）
の
重
要
性
を
明
ら

か
に
し
た
（
教
訓
③
、
④
）。
こ
の

点
、
秩
序
あ
る
破
綻
処
理
を
実
現
す

る
た
め
の
戦
略
に
は
、
大
き
く
二
つ

の
ア
プ
ロ
ー
チ
が
あ
る
。

　

一
つ
目
は
、
破
綻
処
理
時
に
破
綻

金
融
機
関
を
閉
鎖
す
る
こ
と
な
く
、

処
理
後
に
営
業
を
継
続
し
た
ま
ま
株

主
や
債
権
者
に
そ
の
損
失
を
負
担
さ

せ
る
「
オ
ー
プ
ン
バ
ン
ク
・
ベ
イ
ル

イ
ン
」
で
あ
る
。
こ
の
手
法
は
、
欧

州
の
銀
行
で
は
主
流
の
処
理
戦
略
で

あ
る
。

　

二
つ
目
は
、「
ク
ロ
ー
ズ
ド
バ
ン

ク
・
ベ
イ
ル
イ
ン
」
で
あ
る
。
こ
れ

は
、
破
綻
金
融
機
関
の
事
業
等
の
一

部
ま
た
は
全
部
を
民
間
の
金
融
機
関

や
一
時
的
な
受
け
皿
と
な
る
ブ
リ
ッ

ジ
バ
ン
ク
に
移
転
し
、
金
融
シ
ス
テ

ム
上
重
要
な
機
能
の
継
続
性
を
確
保

し
つ
つ
も
、
事
業
移
転
後
の
破
綻
金

融
機
関
を
清
算
す
る
中
で
株
主
や
債

権
者
に
そ
の
損
失
を
負
担
さ
せ
る
も

の
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
日
米
に
お
け

る
主
流
の
ア
プ
ロ
ー
チ
で
あ
り
、
本

邦
Ｇ－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ
の
望
ま
し
い
破
綻

処
理
戦
略
だ
と
さ
れ
て
い
る
。

　

Ｃ
Ｓ
に
対
し
て
は
オ
ー
プ
ン
バ
ン

ク
・
ベ
イ
ル
イ
ン
が
望
ま
し
い
処
理

戦
略
と
さ
れ
て
い
た
が
、
そ
の
経
営

に
対
す
る
信
認
が
喪
失
す
る
中
で
実

際
に
行
わ
れ
た
の
は
、
Ｕ
Ｂ
Ｓ
が
事

業
の
買
い
手
と
な
る
ク
ロ
ー
ズ
ド
バ

ン
ク
・
ベ
イ
ル
イ
ン
に
近
い
か
た
ち

の
処
理
で
あ
っ
た
。
そ
の
結
果
、
こ

う
し
た
事
業
等
の
移
転
を
伴
う
破
綻

処
理
戦
略
へ
の
備
え
が
破
綻
処
理
当

局
に
、
よ
り
多
く
の
選
択
肢
を
与
え

る
こ
と
が
再
認
識
さ
れ
た
。
こ
れ
を

受
け
て
、
Ｆ
Ｓ
Ｂ
は
メ
ン
バ
ー
当
局

に
お
け
る
経
験
を
集
約
す
る
か
た
ち

で
、
25
年
11
月
17
日
に
「
移
転
ツ
ー

ル
の
実
用
化
に
関
す
る
事
例
集
」
を

公
表
し
た
。

　

本
事
例
集
で
は
、
移
転
ツ
ー
ル
活

用
に
向
け
た
事
前
準
備
と
し
て
、
金

融
機
関
の
グ
ル
ー
プ
内
に
お
け
る

「Separability

」（
分
離
可
能
性
）

分
析
の
有
効
性
が
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

分
離
可
能
性
分
析
と
は
、
銀
行
グ
ル

ー
プ
内
の
各
法
人
、
ビ
ジ
ネ
ス
ラ
イ

ン
、
資
産
・
負
債
の
ポ
ー
ト
フ
ォ
リ

オ
に
つ
い
て
、
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
・

財
務
・
法
務
・
ビ
ジ
ネ
ス
な
ど
の
観

点
か
ら
相
互
依
存
関
係
を
分
析
し
た

上
で
、
そ
れ
ら
の
分
離
可
能
性
を
評

価
す
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
点
、
米

国
と
欧
州
、
英
国
で
は
、
破
綻
処
理

戦
略
の
検
討
や
破
綻
処
理
後
の
リ
ス

ト
ラ
ク
チ
ャ
リ
ン
グ
プ
ラ
ン
の
策
定

を
目
的
と
し
て
、
対
象
金
融
機
関
に

よ
る
グ
ル
ー
プ
の
分
離
可
能
性
分
析

の
実
施
が
規
制
上
求
め
ら
れ
て
い
る

（
図
表
）。

　

本
邦
Ｇ－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ
で
想
定
さ
れ

て
い
る
の
は
、
破
綻
処
理
か
ら
起
算

し
て
原
則
２
年
以
内
に
、
ブ
リ
ッ
ジ

バ
ン
ク
で
あ
る
特
定
承
継
持
株
会
社

か
ら
最
終
受
皿
金
融
機
関
へ
事
業
の

再
譲
渡
を
行
う
必
要
が
あ
る
。
す
で

に
金
融
庁
の
監
督
指
針
で
は
、
本
邦

Ｇ－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ
に
対
し
て
グ
ル
ー
プ

内
の
相
互
連
関
性
に
つ
い
て
一
定
の

分
析
を
実
施
す
る
こ
と
を
求
め
て
い

る
。
し
か
し
、
よ
り
多
角
的
な
観
点

か
ら
の
分
離
可
能
性
分
析
の
実
施
は
、

破
綻
処
理
後
に
お
け
る
最
終
事
業
譲

〔図表〕 各国で求められている分離可能性分析の概要

法域 概要

米国
破綻処理計画要件として、グループ内合理化のためのオプションの検討とグループ内エンティティーの相
互関係やmarketability（市場性）等を評価した上での計画策定を求めている。特にＧ－ＳＩＢｓに対して
は、複数の破綻処理シナリオに対応して複数オプションの検討を要求

欧州
移転ツールによる破綻処理時に当局が迅速に移転範囲の意思決定を行うべく、事前のSeparability（分離
可能性）分析の実施と、意思決定に必要なデータ等の提供能力の整備を要求。本分析結果は、破綻処理戦
略の特定や欧州版ＴＬＡＣ規制であるＭＲＥＬ最低水準の調整にも用いられる

英国 Ｇ－ＳＩＢｓを含むすべての英国預金取扱金融機関に対して、破綻処理前と処理開始後の双方の場面にお
ける業務再編オプションの特定とその評価、当該オプションの実行計画、文書化・実行可能性検証を要求

（出所） 　各国の関連規制等をもとに筆者作成。
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銀行の破綻処理を巡る国際的議論銀行の破綻処理を巡る国際的議論

渡
に
向
け
た
選
択
肢
を
広
げ
る
こ
と

を
通
じ
て
、
円
滑
な
破
綻
処
理
の
実

施
に
寄
与
す
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

加
え
て
、
分
離
可
能
性
の
考
え
方

は
必
ず
し
も
破
綻
処
理
の
準
備
に
と

ど
ま
ら
な
い
。
本
分
析
を
通
じ
て
グ

ル
ー
プ
内
の
相
互
連
関
性
を
可
視
化

す
る
こ
と
で
、
平
時
の
ビ
ジ
ネ
ス
戦

略
や
グ
ル
ー
プ
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
改
善

の
た
め
の
有
益
な
視
座
が
得
ら
れ
る

と
考
え
ら
れ
る
。
こ
う
し
た
国
際
的

な
制
度
整
備
お
よ
び
プ
ラ
ク
テ
ィ
ス

の
進
展
は
、
本
邦
に
お
け
る
今
後
の

取
り
組
み
を
検
討
す
る
上
で
も
参
考

と
な
る
だ
ろ
う
。

訓
練
等
を
通
じ
た
破
綻
処
理
の

実
行
可
能
性
向
上
へ

　

グ
ロ
ー
バ
ル
に
事
業
を
展
開
す
る

シ
ス
テ
ム
上
重
要
な
銀
行
に
と
っ
て
、

平
時
か
ら
破
綻
処
理
準
備
を
進
め
て

お
く
こ
と
は
、
そ
の
銀
行
が
国
内
外

に
お
い
て
健
全
に
業
務
を
行
う
上
で

重
要
な
基
盤
と
な
る
。
本
邦
で
も
、

Ｇ－

Ｓ
Ｉ
Ｂ
ｓ
を
中
心
に
、
破
綻
処

理
の
実
行
可
能
性
を
高
め
る
取
り
組

み
を
継
続
的
に
進
め
て
い
る
。

23
年
の
銀
行
セ
ク
タ
ー
に
お
け
る

混
乱
以
降
、O

perationalization

（
破
綻
処
理
の
実
行
可
能
性
向
上
）

に
関
す
る
海
外
当
局
の
関
心
は
一
段

と
高
ま
っ
て
お
り
、
国
際
的
に
重
要

な
テ
ー
マ
と
な
っ
て
い
る
。
特
に
、

そ
の
中
で
重
視
さ
れ
て
い
る
キ
ー
ワ

ー
ド
が
、
訓
練
等
を
通
じ
た
態
勢
整

備
と
実
行
可
能
性
の
検
証
（
テ
ス
テ

ィ
ン
グ
）
で
あ
る
（
教
訓
⑤
）。

　

こ
の
点
に
関
し
て
、
本
邦
で
も
24

年
に
改
正
さ
れ
た
監
督
指
針
で
、
特

に
破
綻
処
理
の
実
行
に
向
け
た
態
勢

整
備
に
係
る
テ
ス
テ
ィ
ン
グ
を
組
織

的
・
計
画
的
に
実
施
す
る
こ
と
を
求

め
て
い
る
。
本
邦
に
お
け
る
テ
ス
テ

ィ
ン
グ
の
取
り
組
み
は
年
々
高
度
化

し
、
着
実
な
取
り
組
み
の
進
展
が
見

ら
れ
て
い
る
。＊　

＊　

＊

　

本
邦
当
局
は
、
国
際
的
な
取
り
組

み
も
参
考
に
、
破
綻
処
理
の
実
行
可

能
性
向
上
に
向
け
た
取
り
組
み
を
継

続
し
て
い
く
。
併
せ
て
、
本
邦
で
の

経
験
を
対
外
的
に
発
信
す
る
こ
と
で
、

国
際
的
な
議
論
に
も
貢
献
し
て
い
き

た
い
。

（
本
稿
で
示
さ
れ
た
意
見
は
執
筆
者
に

属
し
、
必
ず
し
も
執
筆
者
が
所
属
す
る

組
織
の
見
解
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。

本
稿
の
執
筆
に
は
、
日
本
銀
行
金
融
機

構
局
総
務
課
信
用
政
策
企
画
グ
ル
ー
プ

企
画
役
の
漆
原
一
起
氏
、
金
融
庁
監
督

局
Ｒ
Ｒ
Ｐ
室
課
長
補
佐
の
渥
美
予
史
斗

氏
、
高
橋
尚
吾
氏
に
も
協
力
を
い
た
だ

い
た
）

（
注
）１　

Ｆ
Ｓ
Ｂ
「
金
融
機
関
の
実
効
的

な
破
綻
処
理
の
枠
組
み
の
主
要
な
特

性
」（
11
年
）。

２　

金
融
機
関
が
実
質
的
な
破
綻
状

態
に
陥
っ
た
場
合
に
、
優
先
株
式
や

劣
後
債
（
ベ
イ
ル
イ
ン
債
）
の
元
本

削
減
や
株
式
転
換
を
通
じ
て
債
権
者

に
よ
る
損
失
吸
収
を
図
る
仕
組
み
。

３　

米
国
証
券
法
上
、
す
べ
て
の
有

価
証
券
の
「
ｏ
ｆ
ｆ
ｅ
ｒ
」
お
よ
び

「
ｓ
ａ
ｌ
ｅ
」
は
、
適
用
除
外
の
対

象
と
な
ら
な
い
限
り
、
米
国
証
券
取

引
委
員
会
（
Ｓ
Ｅ
Ｃ
）
に
登
録
さ
れ

て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
規
定
さ

れ
て
い
る
（Section 5

 of the Se-
curities A

ct 1933.

）。
Ｃ
Ｓ
が
発
行

す
る
ベ
イ
ル
イ
ン
債
を
株
式
に
転
換

す
る
行
為
が
こ
の
「
ｓ
ａ
ｌ
ｅ
」
に

該
当
す
れ
ば
、
Ｓ
Ｅ
Ｃ
に
対
す
る
登

録
義
務
が
生
じ
る
こ
と
と
な
る
。

４　

な
お
、
邦
銀
が
発
行
す
る
ベ
イ

ル
イ
ン
債
（
Ａ
Ｔ
１
債
・
Ｔ
ｉ
ｅ

ｒ
２
債
）
は
基
本
的
に
す
べ
て
元

本
削
減
型
で
あ
り
、
株
式
転
換
型
は

選
択
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
邦
銀
が

発
行
す
る
ベ
イ
ル
イ
ン
債
に
つ
い
て

は
、
ベ
イ
ル
イ
ン
実
行
時
に
金
商
法

上
の
開
示
規
制
の
適
用
は
問
題
に
な

ら
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。

５　

企
業
内
容
等
開
示
ガ
イ
ド
ラ
イ

ン
「
Ｂ　

基
本
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン　

２

－

４－

１
⑪
、
２－

11
⑥
」

ひ
ぐ
ち
　
り
ょ
う

15
年
Ｐ
ｗ
Ｃ
Ｊ
ａ
ｐ
ａ
ｎ
監
査
法

人
に
入
所
し
、
金
融
機
関
の
会
計
監

査
や
ア
ド
バ
イ
ザ
リ
ー
業
務
に
関
与
。

24
年
か
ら
現
職
。
公
認
会
計
士
。

わ
た
な
べ
　
し
ょ
う

17
年
慶
應
義
塾
大
学
法
科
大
学
院
修

了
。
18
年
司
法
修
習
修
了
（
71
期
）、

虎
門
中
央
法
律
事
務
所
入
所
。
金
融

機
関
（
都
市
銀
行
法
務
部
）
へ
の
出

向
を
経
て
24
年
か
ら
現
職
。

い
け
だ
　
の
ぶ
こ

一
橋
大
学
法
学
部
卒
。C

olum
bia 

U
niversity L

aw
 School

（
Ｌ
Ｌ˙

Ｍ
）
修
了
。
米
国
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
州

弁
護
士
（
23
年
登
録
）。
金
融
機
関

で
法
人
融
資
、
投
資
銀
行
業
務
、
イ

ン
ベ
ス
タ
ー
リ
レ
ー
シ
ョ
ン
ズ
、
米

国
金
融
規
制
監
督
対
応
業
務
等
に
幅

広
く
従
事
し
た
後
、
24
年
か
ら
現
職
。

Ｆ
Ｓ
Ｂ
傘
下
の
銀
行
部
門
ク
ロ
ス
ボ

ー
ダ
ー
危
機
対
応
作
業
部
会
の
メ
ン

バ
ー
。
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